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   高山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 高山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 
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提案理由 

 国家公務員退職手当法の改正に伴い改正しようとする。 

  

ただいま 議題となりました「議第９５号 高山市職員の退職手当に関する条例等

の一部を改正する条例について」 ご説明申し上げます。 

 

議案綴りの２７ページをご覧ください。 

 

 

 提案理由としましては、 

国家公務員の在職期間中における不祥事が退職後に発覚したことを契機に、 

退職手当制度の一層の適正化を図り、公務に対する信頼確保に資するため、 

退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の 

退職手当の「全部」又は「一部」を返納させることができることとするなど、 

退職手当に係る 支給制限 および 返納制度 の見直しを行うため、 

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律が平成２０年１２月２６日に公布さ

れ、平成２１年４月１日から施行されたところであり、 

国家公務員退職手当法の改正等に伴い 改正しようとするもの でございます。 

 

 

 

 

２８ページをご覧ください。 

 

防衛省 守屋元事務次官 

利益関係者（「山田洋行」の宮崎元専務）
との在職中の約２００回にもおよぶゴル
フ接待など 



   高山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 高山市職員の退職手当に関する条例（昭和３６年高山市条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

改  正  前 改  正  後 

（一般職の自己の都合による退職等の場合の

退職手当の基本額） 

（一般職の自己の都合による退職等の場合の

退職手当の基本額） 

第３条 次条第１項又は第５条第１項の規定に

該当する場合を除くほか、退職した一般職の職

員に対する退職手当の基本額は、退職の日にお

けるその者の給料（これに相当する給与を含

む。以下同じ。）の月額（給料が日額で定めら

れている者については給料の日額の２１日分

に相当する額とし、職員が休職、停職、減給そ

の他の理由によりその給料の一部又は全部を

支給されない場合においては、これらの理由が

ないと仮定した場合におけるその者の受ける

べき給料の月額とする。以下「給料月額」とい

う。）に、その者の勤続期間を次の各号に区分

して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の

合計額とする。 

 

第３条 次条第１項又は第５条第１項の規定に

該当する場合を除くほか、退職した一般職の職

員に対する退職手当の基本額は、退職の日にお

けるその者の給料（これに相当する給与を含

む。以下同じ。）の月額（給料が日額で定めら

れている者については、退職の日におけるその

者の給料の日額の２１日分に相当する額とし、

職員が休職、停職、減給その他の理由によりそ

の給料の一部又は全部を支給されない場合に

おいては、これらの理由がないと仮定した場合

におけるその者の受けるべき給料の月額とす

る。以下「退職日給料月額」という。）に、そ

の者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各

号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とす

る。 

 ⑴～⑹ （略）  ⑴～⑹ （略） 

２ 前項に規定する者のうち、傷病（地方公務員

等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第

８４条第２項に規定する障害等級に該当する

程度の障害の状態にある傷病をいう。次条第１

項及び第５条第１項において同じ。）又は死亡

によらず、その者の都合により退職した一般職

の職員（第１３条第１項各号に掲げる者を含

む。）に対する退職手当の基本額は、その者が

次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の

規定にかかわらず、同項の規定により計算した

額に当該各号に定める割合を乗じて得た額と

する。 

２ 前項に規定する者のうち、傷病（地方公務員

等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第

８４条第２項に規定する障害等級に該当する

程度の障害の状態にある傷病をいう。次条第１

項及び第５条第１項において同じ。）又は死亡

によらず、かつ、第８条の２第１１項に規定す

る認定を受けないで、その者の都合により退職

した一般職の職員（第１３条第１項各号に掲げ

る者及び傷病によらず、法第２８条第１項第１

号から第３号までの規定による免職の処分を

受けて退職した者を含む。以下この項及び第６

条の６第４項において「自己都合等退職者」と



 

 

 

 

 

いう。）に対する退職手当の基本額は、自己都

合等退職者が次の各号に掲げる者に該当する

ときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定

により計算した額に当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

  

（一般職の１１年以上２５年未満勤続後の定

年退職等の場合の退職手当の基本額） 

（一般職の１１年以上２５年未満勤続後の定

年退職等の場合の退職手当の基本額） 

第４条 次の各号に該当する者（次条第１項の規

定に該当する一般職の職員を除く。）に対する

退職手当の基本額は、次項の規定により計算し

た額とする。 

第４条 次の各号に該当する者（次条第１項の規

定に該当する一般職の職員を除く。）に対する

退職手当の基本額は、次項の規定により計算し

た額とする。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ １１年以上２５年未満の期間勤続して、そ

の者の非違によることなく勧奨を受けて退

職した者であつて任命権者が市長の承認を

得たもの 

 

⑶ １１年以上２５年未満の期間勤続して、第

８条の２第１１項に規定する認定（同条第１

項第１号に係るものに限る。）を受けて同条

第１６項第３号に規定する退職すべき期日

に退職した者 

⑷ ２５年未満の期間勤続し、勤務公署の移転

により退職した者であつて任命権者が市長

の承認を得たもの 

 

⑷ １１年以上２５年未満の期間勤続して、そ

の者の事情によらないで引き続いて勤続す

ることを困難とする理由により退職した者

であつて任命権者が市長の承認を得たもの 

⑸・⑹ （略） ⑸・⑹ （略） 

２ 前項各号に掲げる者の退職手当の基本額は、

退職の日におけるその者の給料月額（以下「退

職日給料月額」という。）に、その者の勤続期

間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割

合を乗じて得た額の合計額とする。 

２ 前項各号に掲げる者の退職手当の基本額は、

退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各

号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて

得た額の合計額とする。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

  

 （一般職の整理退職等の場合の退職手当の基本

額） 

（一般職の２５年以上勤続後の定年退職等の

場合の退職手当の基本額） 

第５条 次の各号に該当する一般職の職員に対 第５条 次の各号に該当する一般職の職員に対



する退職手当の基本額は、次項の規定により計

算した額とする。 

⑴ 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の

減少により廃職若しくは過員を生ずること

により退職した者であつて任命権者が市長

の承認を得たもの 

する退職手当の基本額は、次項の規定により計

算した額とする。 

⑴ 法第２８条第１項第４号の規定による免

職の処分を受けて退職した者又は第８条の

２第１１項に規定する認定（同条第１項第２

号に係るものに限る。）を受けて同条第１６

項第３号に規定する退職すべき期日に退職

した者 

⑵～⑷ （略）  ⑵～⑷ （略） 

⑸ ２５年以上勤続して、その者の非違による

ことなく勧奨を受けて退職した者又は勤務

公署の移転により退職した者であつて任命

権者が市長の承認を得たもの 

⑸ ２５年以上勤続して、第８条の２第１１項

に規定する認定（同条第１項第１号に係るも

のに限る。）を受けて同条第１６項第３号に

規定する退職すべき期日に退職した者 

 ⑹ ２５年以上勤続して、その者の事情によら

ないで引き続いて勤続することを困難とす

る理由により退職した者であつて任命権者

が市長の承認を得たもの 

⑹・⑺ （略） ⑺・⑻ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本

額に係る特例） 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本

額に係る特例） 

第５条の３ 第５条第１項に規定する一般職の

職員（同項第４号中法律の規定に基づく任期を

終えて退職した者、同項第６号及び第７号の規

定により退職した者並びに２５年以上勤続し

て勤務公署の移転により退職した者であつて

任命権者が市長の承認を得たものを除く。）の

うち、定年に達する日から６月前までに退職し

た者であつて、その勤続期間が２５年以上であ

り、かつ、その年齢が退職の日において定めら

れているその者に係る定年から１０年を減じ

た年齢以上であるものに対する同条第２項及

び前条第１項の規定の適用については、第５条

第５条の３ 第４条第１項第３号並びに第５条

第１項第１号、第２号、第５号及び第６号に規

定する一般職の職員のうち、定年に達する日か

ら６月前までに退職した者であつて、その勤続

期間が２０年以上であり、かつ、その年齢が退

職の日において定められているその者に係る

定年から１５年を減じた年齢以上であるもの

に対する第４条第２項、第５条第２項及び前条

第１項の規定の適用については、第４条第２項

及び第５条第２項中「退職日給料月額」とある

のは「退職日給料月額及び退職日給料月額に退

職の日において定められているその者に係る



第２項中「退職日給料月額」とあるのは「退職

日給料月額及び退職日給料月額に退職の日に

おいて定められているその者に係る定年と退

職の日におけるその者の年齢との差に相当す

る年数１年につき１００分の２を乗じて得た

額の合計額」と、前条第１項第１号中「及び特

定減額前給料月額」とあるのは「並びに特定減

額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職

の日において定められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者の年齢との差に

相当する年数１年につき１００分の２を乗じ

て得た額の合計額」と、同項第２号中「退職日

給料月額に、」とあるのは「退職日給料月額及

び退職日給料月額に退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当する年数１年に

つき１００分の２を乗じて得た額の合計額

に、」と、同号イ中「前号に掲げる額」とある

のは「その者が特定減額前給料月額に係る減額

日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理

由と同一の理由により退職したものとし、か

つ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額

前給料月額を基礎として、前３条の規定により

計算した場合の退職手当の基本額に相当する

額」と読み替えるものとする。 

定年と退職の日におけるその者の年齢との差

に相当する年数１年につき１００分の３（退職

の日において定められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者の年齢との差に

相当する年数が１年である職員にあつては、１

００分の２）を乗じて得た額の合計額」と、前

条第１項第１号中「及び特定減額前給料月額」

とあるのは「並びに特定減額前給料月額及び特

定減額前給料月額に退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当する年数１年に

つき１００分の３（退職の日において定められ

ているその者に係る定年と退職の日における

その者の年齢との差に相当する年数が１年で

ある職員にあつては、１００分の２）を乗じて

得た額の合計額」と、同項第２号中「退職日給

料月額に、」とあるのは「退職日給料月額及び

退職日給料月額に退職の日において定められ

ているその者に係る定年と退職の日における

その者の年齢との差に相当する年数１年につ

き１００分の３（退職の日において定められて

いるその者に係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年数が１年であ

る職員にあつては、１００分の２）を乗じて得

た額の合計額に、」と、同号イ中「前号に掲げ

る額」とあるのは「その者が特定減額前給料月

額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現

に退職した理由と同一の理由により退職した

ものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間

及び特定減額前給料月額を基礎として、前３条

の規定により計算した場合の退職手当の基本

額に相当する額」と読み替えるものとする。 

  

（勧奨の要件） （退職の理由の記録） 



第５条の４ 勧奨を受けて退職した一般職の職

員に係る当該勧奨は、その事実について、市の

規則で定めるところにより、記録が作成された

ものでなければならない。 

第５条の４ 任命権者は、第４条第１項第４号及

び第５条第１項第６号に該当する者の退職の

理由について、市の規則で定めるところによ

り、記録を作成しなければならない。 

  

 （一般職の退職手当の基本額の最高限度額）  （一般職の退職手当の基本額の最高限度額） 

第６条の３ （略） 第６条の３ （略） 

第６条の４ （略） 第６条の４ （略） 

第６条の５ 第５条の３に規定する者に対する

前２条の規定の適用については、第６条の３中

「第３条から第５条まで」とあるのは「第５条

の３の規定により読み替えて適用する第５条」

と、「退職日給料月額」とあるのは「退職日給

料月額及び退職日給料月額に退職の日におい

て定められているその者に係る定年と退職の

日におけるその者の年齢との差に相当する年

数１年につき１００分の２を乗じて得た額の

合計額」と、「これらの」とあるのは「第５条

の３の規定により読み替えて適用する第５条

の」と、第６条の４中「第５条の２第１項の」

とあるのは「第５条の３の規定により読み替え

て適用する第５条の２第１項の」と、「同項第

２号イ」とあるのは「第５条の３の規定により

読み替えて適用する同項第２号イ」と、「同項

の」とあるのは「同条の規定により読み替えて

適用する同項の」と、同条第１号中「特定減額

前給料月額」とあるのは「特定減額前給料月額

及び特定減額前給料月額に退職の日において

定められているその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当する年数

１年につき１００分の２を乗じて得た額の合

計額」と、同条第２号中「特定減額前給料月額」

とあるのは「特定減額前給料月額及び特定減額

前給料月額に退職の日において定められてい

第６条の５ 第５条の３に規定する者に対する

前２条の規定の適用については、第６条の３中

「第３条から第５条まで」とあるのは「第５条

の３の規定により読み替えて適用する第５条」

と、「退職日給料月額」とあるのは「退職日給

料月額及び退職日給料月額に退職の日におい

て定められているその者に係る定年と退職の

日におけるその者の年齢との差に相当する年

数１年につき１００分の３（退職の日において

定められているその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当する年数

が１年である職員にあつては、１００分の２）

を乗じて得た額の合計額」と、「これらの」と

あるのは「第５条の３の規定により読み替えて

適用する第５条の」と、第６条の４中「第５条

の２第１項の」とあるのは「第５条の３の規定

により読み替えて適用する第５条の２第１項

の」と、「同項第２号イ」とあるのは「第５条

の３の規定により読み替えて適用する同項第

２号イ」と、「同項の」とあるのは「同条の規

定により読み替えて適用する同項の」と、同条

第１号中「特定減額前給料月額」とあるのは「特

定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に

退職の日において定められているその者に係

る定年と退職の日におけるその者の年齢との

差に相当する年数１年につき１００分の３（退



るその者に係る定年と退職の日におけるその

者の年齢との差に相当する年数１年につき１

００分の２を乗じて得た額の合計額」と、「第

５条の２第１項第２号イ」とあるのは「第５条

の３の規定により読み替えて適用する第５条

の２第１項第２号イ」と、「及び退職日給料月

額」とあるのは「並びに退職日給料月額及び退

職日給料月額に退職の日において定められて

いるその者に係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年数１年につき

１００分の２を乗じて得た額の合計額」と、「当

該割合」とあるのは「当該第５条の３の規定に

より読み替えて適用する同号イに掲げる割合」

と読み替えるものとする。 

職の日において定められているその者にかか

る定年と退職の日におけるその者の年齢との

差に相当する年数が１年である職員にあつて

は、１００分の２）を乗じて得た額の合計額」

と、同条第２号中「特定減額前給料月額」とあ

るのは「特定減額前給料月額及び特定減額前給

料月額に退職の日において定められているそ

の者に係る定年と退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数１年につき１００

分の３（退職の日において定められているその

者に係る定年と退職の日におけるその者の年

齢との差に相当する年数が１年である職員に

あつては、１００分の２）を乗じて得た額の合

計額」と、「第５条の２第１項第２号イ」とあ

るのは「第５条の３の規定により読み替えて適

用する第５条の２第１項第２号イ」と、「及び

退職日給料月額」とあるのは「並びに退職日給

料月額及び退職日給料月額に退職の日におい

て定められているその者に係る定年と退職の

日におけるその者の年齢との差に相当する年

数１年につき１００分の３（退職の日において

定められているその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当する年数

が１年である職員にあっては、１００分の２）

を乗じて得た額の合計額」と、「当該割合」と

あるのは「当該第５条の３の規定により読み替

えて適用する同号イに掲げる割合」と読み替え

るものとする。 

  

（退職手当の調整額） （退職手当の調整額） 

第６条の６ 退職した者に対する退職手当の調

整額は、その者の基礎在職期間（第５条の２

第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下

同じ。）の初日の属する月からその者の基礎

第６条の６ 退職した者に対する退職手当の調

整額は、その者の基礎在職期間（第５条の２

第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下

同じ。）の初日の属する月からその者の基礎



在職期間の末日の属する月までの各月（地方

公務員法第２７条及び第２８条の規定による

休職（公務上の傷病による休職、通勤による

傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社

法（昭和４０年法律第１２４号）に規定する

地方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和４

５年法律第８２号）に規定する地方道路公社

若しくは公有地の拡大の推進に関する法律

（昭和４７年法律第６６号）に規定する土地

開発公社（以下「地方公社」という。）又は

国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政

令第２１５号。以下「施行令」という。）第

６条に規定する法人（退職手当（これに相当

する給与を含む。）に関する規程において、

職員が地方公社又はその法人の業務に従事す

るために休職され、引き続いて地方公社又は

その法人に使用される者となつた場合におけ

るその者の在職期間の計算については、地方

公社又はその法人に使用される者としての在

職期間はなかつたものとすることと定めてい

るものに限る。以下「休職指定法人」という。）

の業務に従事させるための休職を除く。）、

地方公務員法第２９条の規定による停職その

他これらに準ずる事由により現実に職務に従

事することを要しない期間のある月（現実に

職務に従事することを要する日のあつた月を

除く。以下「休職月等」という。）のうち市

長が定めるものを除く。）ごとに当該各月に

その者が属していた次の各号に掲げる職員の

区分に応じて当該各号に定める額（以下「調

整月額」という。）のうちその額が最も多い

ものから順次その順位を付し、その第１順位

から第６０順位までの調整月額（当該各月の

月数が６０月に満たない場合には、当該各月

在職期間の末日の属する月までの各月（法第

２７条及び第２８条の規定による休職（公務

上の傷病による休職、通勤による傷病による

休職及び職員を地方住宅供給公社法（昭和４

０年法律第１２４号）に規定する地方住宅供

給公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第

８２号）に規定する地方道路公社若しくは公

有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年

法律第６６号）に規定する土地開発公社（以

下「地方公社」という。）又は国家公務員退

職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号。

以下「施行令」という。）第６条に規定する

法人（退職手当（これに相当する給与を含む。）

に関する規程において、職員が地方公社又は

その法人の業務に従事するために休職され、

引き続いて地方公社又はその法人に使用され

る者となつた場合におけるその者の在職期間

の計算については、地方公社又はその法人に

使用される者としての在職期間はなかつたも

のとすることと定めているものに限る。以下

「休職指定法人」という。）の業務に従事さ

せるための休職を除く。）、法第２９条の規

定による停職その他これらに準ずる事由によ

り現実に職務に従事することを要しない期間

のある月（現実に職務に従事することを要す

る日のあつた月を除く。以下「休職月等」と

いう。）のうち市長が定めるものを除く。）

ごとに当該各月にその者が属していた次の各

号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定

める額（以下「調整月額」という。）のうち

その額が最も多いものから順次その順位を付

し、その第１順位から第６０順位までの調整

月額（当該各月の月数が６０月に満たない場

合には、当該各月の調整月額）を合計した額



の調整月額）を合計した額とする。 とする。 

⑴ 第１号区分 ４１，７００円 ⑴ 第１号区分 ５４，１５０円 

⑵ 第２号区分 ３３，３５０円 ⑵ 第２号区分 ４３，３５０円 

⑶ 第３号区分 ２５，０００円 ⑶ 第３号区分 ３２，５００円 

⑷ 第４号区分 ２０，８５０円 ⑷ 第４号区分 ２７，１００円 

⑸ 第５号区分 １６，７００円 ⑸ 第５号区分 ２１，７００円 

⑹ （略） ⑹ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調

整額は、第１項の規定にかかわらず、当該各

号に定める額とする。 

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調

整額は、第１項の規定にかかわらず、当該各

号に定める額とする。 

⑴ 退職した者のうち自己都合退職者（第３

条第２項に規定する傷病又は死亡によらず

にその者の都合により退職した者をいう。

以下この項において同じ。）以外のもので

その勤続期間が５年以上２４年以下のもの

（次号に掲げる者を除く。） 第１項第１

号から第４号まで又は第６号に掲げる職員

の区分にあつては当該各号に定める額、同

項第５号に掲げる職員の区分にあつては０

として、同項の規定を適用して計算した額 

 

⑵ 退職した者のうち自己都合退職者以外の

ものでその勤続期間が１年以上４年以下の

もの 前号の規定により計算した額の２分

の１に相当する額 

⑴ 退職した者のうち自己都合等退職者以外

のものでその勤続期間が１年以上４年以下

のもの 第１項の規定により計算した額の

２分の１に相当する額 

⑶ 退職した者のうち自己都合退職者以外の

ものでその勤続期間が０のもの ０ 

⑵ 退職した者のうち自己都合等退職者以外

のものでその勤続期間が０のもの ０ 

⑷ 自己都合退職者でその勤続期間が１０年

以上２４年以下のもの 第１号の規定によ

り計算した額の２分の１に相当する額 

⑶ 自己都合等退職者でその勤続期間が１０

年以上２４年以下のもの 第１項の規定に

より計算した額の２分の１に相当する額 

⑸ 自己都合退職者でその勤続期間が９年以

下のもの ０ 

⑷ 自己都合等退職者でその勤続期間が９年

以下のもの ０ 

５ （略） ５ （略） 

  



（一般職の勤続期間の計算） （一般職の勤続期間の計算） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項に規定する一般職の職員としての引

き続いた在職期間には、職員以外の地方公務

員又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭

和２８年法律第１８２号）第２条に規定する

者をいう。以下「職員以外の地方公務員等」

と総称する。）が引き続いて職員となつたと

きにおけるその者の職員以外の地方公務員等

としての引き続いた在職期間を含むものとす

る。この場合において、その者の職員以外の

地方公務員等としての引き続いた在職期間に

ついては、前各項の規定を準用して計算する

ほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員

以外の地方公務員等としての引き続いた在職

期間として計算するものとする。ただし、退

職により、この条例の規定による退職手当に

相当する給与の支給を受けているときは、当

該給与の計算の基礎となつた在職期間（当該

給与の計算の基礎となるべき在職期間がその

者が在職した地方公共団体等の退職手当に関

する規定又は特定地方独立行政法人（地方独

立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）

第２条第２項に規定する特定地方独立行政法

人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の

基準（同法第４８条第２項又は第５１条第２

項に規定する基準をいう。以下同じ。）にお

いて明確に定められていない場合において

は、当該給与の額を退職の日におけるその者

の給料月額で除して得た数に１２を乗じて得

た数（１未満の端数を生じたときは、その端

数を切り捨てる。）に相当する月数）は、そ

の者の職員としての引き続いた在職期間には

５ 第１項に規定する一般職の職員としての引

き続いた在職期間には、職員以外の地方公務

員又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭

和２８年法律第１８２号）第２条に規定する

者をいう。以下「職員以外の地方公務員等」

と総称する。）が引き続いて職員となつたと

きにおけるその者の職員以外の地方公務員等

としての引き続いた在職期間を含むものとす

る。この場合において、その者の職員以外の

地方公務員等としての引き続いた在職期間に

ついては、前各項の規定を準用して計算する

ほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員

以外の地方公務員等としての引き続いた在職

期間として計算するものとする。ただし、退

職により、この条例の規定による退職手当に

相当する給与の支給を受けているときは、当

該給与の計算の基礎となつた在職期間（当該

給与の計算の基礎となるべき在職期間がその

者が在職した地方公共団体等の退職手当に関

する規定又は特定地方独立行政法人（地方独

立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）

第２条第２項に規定する特定地方独立行政法

人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の

基準（同法第４８条第２項又は第５１条第２

項に規定する基準をいう。以下同じ。）にお

いて明確に定められていない場合において

は、当該給与の額を退職の日におけるその者

の給料月額で除して得た数に１２を乗じて得

た数（１未満の端数を生じたときは、その端

数を切り捨てる。）に相当する月数）は、そ

の者の職員としての引き続いた在職期間には



含まないものとする。 含まないものとする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 他の地方公共団体又は特定地方独立行政

法人（以下「地方公共団体等」という。）

で、退職手当に関する規定又は退職手当の

支給の基準において、当該地方公共団体等

以外の地方公共団体若しくは特定地方独立

行政法人の公務員又は一般地方独立行政法

人（地方独立行政法人法第５５条に規定す

る一般地方独立行政法人をいう。以下同

じ。）、地方公社若しくは公庫等（国家公

務員退職手当法第７条の２第１項に規定す

る公庫等をいう。以下同じ。）（以下「一

般地方独立行政法人等」という。）に使用

される者（役員及び常時勤務に服すること

を要しない者を除く。以下「一般地方独立

行政法人等職員」という。）が、任命権者

若しくはその委任を受けた者又は一般地方

独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を

支給されないで、引き続いて当該地方公共

団体等の公務員となつた場合に、当該地方

公共団体等以外の地方公共団体若しくは特

定地方独立行政法人の公務員又は一般地方

独立行政法人等職員としての勤続期間を当

該地方公共団体等の公務員としての勤続期

間に通算することと定めているものの公務

員（以下「特定地方公務員」という。）が、

任命権者又はその委任を受けた者の要請に

応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又

は地方公社で、退職手当（これに相当する

給与を含む。以下この項において同じ。）

に関する規程において、地方公務員又は他

の一般地方独立行政法人等職員が、任命権

者若しくはその委任を受けた者又は一般地

⑵ 他の地方公共団体又は特定地方独立行政

法人（以下「地方公共団体等」という。）

で、退職手当に関する規定又は退職手当の

支給の基準において、当該地方公共団体等

以外の地方公共団体若しくは特定地方独立

行政法人の公務員又は一般地方独立行政法

人（地方独立行政法人法第８条第３項に規

定する一般地方独立行政法人をいう。以下

同じ。）、地方公社若しくは公庫等（国家

公務員退職手当法第７条の２第１項に規定

する公庫等をいう。以下同じ。）（以下「一

般地方独立行政法人等」という。）に使用

される者（役員及び常時勤務に服すること

を要しない者を除く。以下「一般地方独立

行政法人等職員」という。）が、任命権者

若しくはその委任を受けた者又は一般地方

独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を

支給されないで、引き続いて当該地方公共

団体等の公務員となつた場合に、当該地方

公共団体等以外の地方公共団体若しくは特

定地方独立行政法人の公務員又は一般地方

独立行政法人等職員としての勤続期間を当

該地方公共団体等の公務員としての勤続期

間に通算することと定めているものの公務

員（以下「特定地方公務員」という。）が、

任命権者又はその委任を受けた者の要請に

応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又

は地方公社で、退職手当（これに相当する

給与を含む。以下この項において同じ。）

に関する規程において、地方公務員又は他

の一般地方独立行政法人等職員が、任命権

者若しくはその委任を受けた者又は一般地



方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当

を支給されないで、引き続いて当該一般地

方独立行政法人又は地方公社に使用される

者となつた場合に、地方公務員又は他の一

般地方独立行政法人等職員としての勤続期

間を当該一般地方独立行政法人又は地方公

社に使用される者としての勤続期間に通算

することと定めているものに使用される者

（役員及び常時勤務に服することを要しな

い者を除く。以下それぞれ「特定一般地方

独立行政法人職員」又は「特定地方公社職

員」という。）となるため退職し、かつ、

引き続き特定一般地方独立行政法人職員又

は特定地方公社職員として在職した後引き

続いて再び特定地方公務員となるため退職

し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員

として在職した後更に引き続いて職員とな

つた場合においては、先の職員以外の地方

公務員としての引き続いた在職期間の始期

から後の職員以外の地方公務員としての引

き続いた在職期間の終期までの期間 

方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当

を支給されないで、引き続いて当該一般地

方独立行政法人又は地方公社に使用される

者となつた場合に、地方公務員又は他の一

般地方独立行政法人等職員としての勤続期

間を当該一般地方独立行政法人又は地方公

社に使用される者としての勤続期間に通算

することと定めているものに使用される者

（役員及び常時勤務に服することを要しな

い者を除く。以下それぞれ「特定一般地方

独立行政法人職員」又は「特定地方公社職

員」という。）となるため退職し、かつ、

引き続き特定一般地方独立行政法人職員又

は特定地方公社職員として在職した後引き

続いて再び特定地方公務員となるため退職

し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員

として在職した後更に引き続いて職員とな

つた場合においては、先の職員以外の地方

公務員としての引き続いた在職期間の始期

から後の職員以外の地方公務員としての引

き続いた在職期間の終期までの期間 

⑶～⑺ （略） ⑶～⑺ （略） 

６～１０ （略） ６～１０ （略） 

  

（特定一般地方独立行政法人等から復帰した

職員等の在職期間の計算） 

（特定一般地方独立行政法人等から復帰した

職員等の在職期間の計算） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

  

 （定年前に退職する意思を有する職員の募集

等） 

 第８条の２ 任命権者は、定年前に退職する意思

を有する職員の募集であつて、次に掲げるもの

を行うことができる。 

 ⑴ 職員の年齢別構成の適正化を図ることを



目的とし、定年から１５年を減じた年齢以上

の年齢である職員を対象として行う募集 

 ⑵ 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に

実施することを目的とし、当該職制又は勤務

公署に属する職員を対象として行う募集 

 ２ 任命権者は、前項の規定による募集（以下こ

の条において単に「募集」という。）を行うに

当たつては、当該募集に関し次に掲げる必要な

事項を記載した要項（以下この条において「募

集実施要項」という。）を当該募集の対象とな

るべき職員に周知しなければならない。 

 ⑴ 前項各号の別 

 ⑵ 第１１項の規定により認定を受けた場合

に退職すべき期日又は期間 

 ⑶ 募集する人数 

 ⑷ 募集の期間 

 ⑸ 募集の対象となるべき職員の範囲 

 ⑹ 募集実施要項の内容を周知させるための

説明会を開催する予定があるときは、その旨 

 ⑺ 第９項の規定による応募（以下この条にお

いて単に「応募」という。）又は応募の取下

げに係る手続 

 ⑻ 第１２項の規定による通知の予定時期 

 ⑼ 第７項に規定する時点で募集の期間が満

了するものとするときは、その旨及び同項に

規定する応募上限数 

 ⑽ 募集に関する問合せを受けるための連絡

先 

 ⑾ その他市の規則で定める事項 

 ３ 任命権者は、募集実施要項に前項第５号に掲

げる職員を記載するときは、当該職員の範囲に

含まれる職員の数が募集をする人数に１を加

えた人数以上となるようにしなければならな



い。ただし、第１項第２号に掲げる募集を行う

場合は、この限りでない。 

 ４ 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記

載するときは、その開始及び終了の年月日時を

明らかにしてしなければならない。 

 ５ 任命権者は、募集の目的を達成するため必要

があると認めるときは、募集の期間を延長する

ことができる。 

 ６ 任命権者は、前項の規定により募集の期間を

延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の

募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対

象となるべき職員に周知しなければならない。 

 ７ 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終

了の年月日時が到来するまでに応募をした職

員の数が募集をする人数以上の一定数（以下こ

の項において「応募上限数」という。）に達し

た時点で募集の期間は満了するものとする旨

及び応募上限数を記載している場合には、応募

をした職員の数が応募上限数に達した時点で

募集の期間は満了するものとする。 

 ８ 任命権者は、前項の規定により募集の期間が

満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の

対象となるべき職員に周知しなければならな

い。 

 ９ 次に掲げる者以外の職員は、市の規則で定め

るところにより、募集の期間中いつでも応募

し、第１６項第３号に規定する退職すべき期日

が到来するまでの間いつでも応募の取下げを

行うことができる。 

 ⑴ 第２条第２項の規定により職員とみなさ

れる者 

 ⑵ 臨時的に任用される職員その他の法律に

より任期を定めて任用される者 

 ⑶ 第２項に規定する退職すべき期日又は同



項に規定する退職すべき期間の末日が到来

するまでに定年に達する者 

 ⑷ 法第２９条の規定による懲戒処分（故意又

は重大な過失によらないで管理又は監督に

係る職務を怠つた場合における懲戒処分を

除く。第１１項第２号において同じ。）又は

これに準ずる処分を募集の開始の日におい

て受けている者又は募集の期間中に受けた

者 

 １０ 前項の規定による応募又は応募の取下げ

は職員の自発的な意思に委ねられるものであ

つて、任命権者は職員に対しこれらを強制して

はならない。 

 １１ 任命権者は、応募をした職員（以下この条

において「応募者」という。）について、次の

各号のいずれかに該当する場合を除き、応募に

よる退職が予定されている職員である旨の認

定（以下この条において単に「認定」という。）

をするものとする。ただし、次の各号のいずれ

にも該当しない応募者の数が第２項に規定す

る募集をする人数を超える場合であつて、あら

かじめ、当該場合において認定をする者の数を

当該募集をする人数の範囲内に制限するため

に必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周

知していたときは、任命権者は、当該方法に従

い、当該募集をする人数を超える分の応募者に

ついて認定をしないことができる。 

 ⑴ 応募者が募集実施要項又は第９項の規定

に適合しない場合 

 ⑵ 応募者が応募をした後、法第２９条の規定

による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受

けた場合 

 ⑶ 応募者が前号に規定する処分を受けるべ

き行為（在職期間中の応募者の非違に当たる



行為であつて、その非違の内容及び程度に照

らして当該処分に値することが明らかなも

のをいう。）をしたことを疑うに足りる相当

な理由がある場合その他応募者に対し認定

を行うことが公務に対する信頼を確保する

上で支障を生ずると認める場合 

 ⑷ 応募者を引き続き職務に従事させること

が公務の能率的運営を確保し、又は長期的な

人事管理を計画的に推進するために特に必

要であると認める場合 

 １２ 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決

定をしたときは、遅滞なく、市の規則で定める

ところにより、その旨（認定をしない旨の決定

をした場合においてはその理由を含む。）を応

募者に書面により通知するものとする。 

 １３ 任命権者が募集実施要項において退職す

べき期間を記載した場合には、認定を行つた後

遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職

すべき期日を定め、市の規則で定めるところに

より、前項の規定により認定をした旨を通知し

た応募者に当該期日を書面により通知するも

のとする。 

 １４ 任命権者は、認定を行つた後に生じた事情

に鑑み、認定を受けた職員（以下この項及び次

項において「認定応募者」という。）が第１６

項第３号に規定する退職すべき期日（以下この

項及び次項において「退職すべき期日」とい

う。）に退職することにより公務の能率的運営

の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認

める場合において、当該認定応募者にその旨及

びその理由を明示し、市の規則で定めるところ

により、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに

ついて当該認定応募者の書面による同意を得

たときは、公務の能率的運営を確保するために



必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又

は繰り下げることができる。 

 １５ 任命権者は、前項の規定により退職すべき

期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直

ちに、市の規則で定めるところにより、新たに

定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書

面により通知しなければならない。 

 １６ 認定を受けた応募者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、認定は、その効力を失う。 

 ⑴ 第１３条第１項各号のいずれかに該当す

るに至つたとき。 

 ⑵ 第２０条第１項又は第２項の規定により

退職手当を支給しない場合に該当するに至

つたとき。 

 ⑶ 募集実施要項に記載された退職すべき期

日若しくは第１３項若しくは前項の規定に

より応募者に通知された退職すべき期日が

到来するまでに退職し、又はこれらの期日に

退職しなかつたとき（前２号に掲げるときを

除く。）。 

 ⑷ 法第２９条の規定による懲戒処分（懲戒免

職の処分及び故意又は重大な過失によらな

いで管理又は監督に係る職務を怠つた場合

における懲戒処分を除く。）又はこれに準ず

る処分を受けたとき。 

 ⑸ 第９項の規定により応募を取り下げたと

き。 

 １７ 任命権者は、この条の規定による募集及び

認定について、市の規則で定めるところによ

り、募集実施要項（第１１項に規定する方法を

周知した場合にあつては当該方法を含む。）及

び認定を受けた応募者の数を公表しなければ

ならない。 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 


